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は
じ
め
に

　
現
在
、
多
く
の
自
治
体
で
は
、
政
策
・
施
策
・
事
業
の
必
要
性
や
有
効
性
等
を
測
定
し
、
そ
の
質
的
改
善
を
図
る
ほ
か
、
政
策
過
程

の
透
明
性
・
客
観
性
の
向
上
や
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
確
保
を
図
る
た
め
、
政
策
評
価
制
度
を
導
入
・
試
行
・
検
討
し
て
い
る
。
総

務
省
が
平
成
二
二
年
一
一
月
に
発
表
し
た
「
調
査
」
結
果
に
よ
る
と
、
こ
の
制
度
を
導
入
（
試
行
・
検
討
中
も
含
む
）
し
て
い
る
自
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

体
は
、
都
道
府
県
で
、
九
八
％
、
政
令
指
定
都
市
で
、
一
〇
〇
％
、
そ
の
他
の
市
区
町
村
で
、
五
六
％
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う

政
策
評
価
と
は
、
住
民
福
祉
の
最
大
化
を
図
る
た
め
の
「
作
戦
書
」
で
あ
る
政
策
体
系
を
構
成
す
る
政
策
（
狭
義
）
、
施
策
、
事
業
な

ど
に
つ
い
て
、
そ
の
成
果
等
を
数
値
の
設
定
あ
る
い
は
何
ら
か
の
客
観
的
方
法
を
用
い
て
、
事
前
又
は
事
後
の
段
階
で
、
必
要
性
・
有

効
性
・
効
率
性
・
公
平
性
な
ど
の
観
点
か
ら
評
価
を
行
い
、
所
要
の
改
善
を
施
す
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
を
住
民
に
公
表
し
民
主
的
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

用
を
図
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
一
種
の
業
績
測
定
（
頴
蔑
9
B
き
8
目
臼
雲
お
旨
Φ
導
）
で
あ
る
。
こ
う
し
た
政
策
評
価
制
度
は
、
行

政
内
部
か
ら
す
れ
ば
、
ス
リ
ム
化
だ
け
に
限
定
さ
れ
な
い
幅
広
い
意
味
で
の
行
政
改
革
の
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、

行
政
改
革
の
手
段
と
し
て
の
政
策
評
価
制
度
の
前
提
に
、
住
民
福
祉
の
最
大
化
を
内
容
と
し
た
住
民
自
身
の
「
条
件
付
き
」
信
託
が
あ

る
以
上
、
こ
の
制
度
に
は
何
ら
か
の
民
主
的
統
制
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
以
下
で
は
、
現
在
、
政
策
評
価
に
取
り
組
ん
で
い
る
自
治
体
に
お
け
る
評
価
体
制
を
簡
単
に
見
た
上
で
、
C
・
ギ
ル
バ
ー
ト
の
い
う

外
在
的
制
度
的
統
制
と
し
て
の
外
部
評
価
制
度
の
重
要
性
に
触
れ
る
と
と
も
に
、
外
部
評
価
方
式
を
類
型
化
し
た
上
で
、
統
制
の
民
主

的
正
統
性
に
つ
い
て
の
諸
要
素
を
提
示
し
、
そ
れ
ら
の
外
部
評
価
方
式
の
民
主
的
正
統
性
を
個
別
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
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5
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政
内
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か
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ば
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そ
し
て
、
結
局
は
、

制
度
を
確
立
で
き
、

る
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民
主
性
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と
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て
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民
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的
で
効
果
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な
、
統
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手
段
と
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政
策
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価

そ
れ
は
、
い
わ
ば
行
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が
一
歩
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い
た
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で
の
シ
テ
ィ
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ン
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
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一
形
態
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も
あ
る
こ
と
を
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す

1
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体
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自
治
体
に
お
け
る
現
行
評
価
体
制
は
、
基
本
的
に
、
事
業
部
局
に
よ
る
自
己
評
価
や
当
該
自
己
評
価
を
行
政
内
部
の
評
価
機
関
や
評

価
部
門
な
ど
が
再
度
評
価
す
る
内
部
評
価
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
平
成
一
三
年
五
月
に
青
森
県
政
策
推
進
室
が
行
っ
た
調
査
に
よ
る
と
、
こ
の
時
点
で
政
策
評
価
に
関
す
る
「
第
三
者
機
関
」
を
設
置

（
予
定
も
含
む
）
し
て
い
る
都
道
府
県
は
、
一
一
道
府
県
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
が
、
「
第
三
者
機
関
」
で
の
意
見
を
評
価

に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
機
関
が
完
全
な
形
で
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
っ
て
よ

い
。　

具
体
的
な
内
部
評
価
体
制
は
、
都
道
府
県
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
が
、
大
き
く
は
、
次
の
三
つ
に
類
型
化
さ
れ
る
。
第
一
は
、
評
価

対
象
と
な
る
事
業
等
を
所
管
す
る
部
局
が
自
己
評
価
を
実
施
し
完
結
す
る
体
制
で
あ
る
。
第
二
は
、
一
次
評
価
と
し
て
各
部
局
が
自
己

評
価
を
行
っ
た
後
、
専
門
の
内
部
評
価
部
門
が
二
次
評
価
を
行
う
体
制
で
あ
る
。
第
三
は
、
第
二
の
変
形
と
し
て
、
幹
部
職
員
等
を
構

成
員
と
す
る
政
策
評
価
機
関
を
設
置
し
、
こ
こ
が
二
次
評
価
を
行
う
体
制
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
の
体
制
を
と
る
場
合
も
、
こ
れ
ら
の
内
部
評
価
は
、
「
お
手
盛
り
」
評
価
と
な
る
可
能
性
が
高
く
、
所
期
の
目
的
を
達
成
で

一385一
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等
を
所
管
す
る
部
局
が
自
己
評
価
を
実
施
し
完
結
す
る
体
制
で
あ
る
。
第
二
は
、

一
次
評
価
と
し
て
各
部
局
が
自
己

評
価
を
行
っ
た
後
、
専
門
の
内
部
評
価
部
門
が
二
次
評
価
を
行
う
体
制
で
あ
る
。
第
三
は
、
第
二
の
変
形
と
し
て
、
幹
部
職
員
等
を
構

成
員
と
す
る
政
策
評
価
機
関
を
設
置
し
、
こ
こ
が
二
次
評
価
を
行
う
体
制
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
体
制
を
と
る
場
合
も
、
こ
れ
ら
の
内
部
評
価
は
、
「
お
手
盛
り
」
評
価
と
な
る
可
能
性
が
高
く
、
所
期
の
目
的
を
達
成
で

そ
し
て
、
結
局
は
、
民
主
性
と
専
門
性
と
の
対
立
を
超
克
し
て
初
め
て
、
民
主
的
で
効
果
的
な
、
統
制
手
段
と
し
て
の
外
部
政
策
評
価

制
度
を
確
立
で
き
、
そ
れ
は
、

い
わ
ば
行
政
が
一
歩
引
い
た
形
で
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
・
ガ
パ
ナ
ン
ス
の
一
形
態
で
も
あ
る
こ
と
を
提
示
す

る

1 
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治
体
に
お
け
る
現
行
評
価
体
制
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治
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け
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現
行
評
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体
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は
、
基
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的
に
、
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業
部
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自
己
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価
や
当
該
自
己
評
価
を
行
政
内
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評
価
機
関
や
評

価
部
門
な
ど
が
再
度
評
価
す
る
内
部
評
価
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
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き
る
か
否
か
は
心
許
な
い
。

　
仮
に
、
こ
れ
ら
の
評
価
結
果
が
公
表
さ
れ
、
閲
覧
に
供
さ
れ
た
と
し
て
も
、
住
民
統
制
は
ご
く
限
ら
れ
た
形
で
し
か
作
動
し
な
い
。

（
こ
の
場
合
の
住
民
統
制
の
内
容
と
し
て
は
、
自
治
法
や
個
別
法
に
定
め
ら
れ
た
権
利
の
行
使
が
中
心
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
議
会

の
解
散
請
求
、
長
・
議
員
の
解
職
請
求
、
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
、
事
務
監
査
請
求
、
主
要
役
職
の
解
職
請
求
な
ど
で
あ
る
。
）

2

C
・
ギ
ル
バ
ー
ト
の
統
制
の
四
類
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

　
周
知
の
よ
う
に
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ギ
ル
バ
ー
ト
（
O
冨
二
8
0
菩
R
け
）
は
、
行
政
統
制
の
手
段
を
次
の
四
つ
に
類
型
化
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
①
外
在
的
制
度
的
（
国
×
8
ヨ
巴
勾
象
ヨ
8
統
制
、
②
内
在
的
制
度
的
（
ぎ
9
旨
巴
句
9
日
巴
）
統
制
、
③
外
在
的
非
制

度
的
（
国
図
叶
R
轟
＝
畦
a
B
豊
統
制
、
④
内
在
的
非
制
度
的
（
ヨ
冨
旨
巴
囲
旨
自
巳
と
統
制
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
内
在
性
・
外
在

性
は
、
統
制
者
が
組
織
の
内
部
に
い
る
か
外
部
に
い
る
か
に
よ
り
区
分
さ
れ
る
。
ま
た
、
制
度
的
・
非
制
度
的
か
は
、
統
制
者
が
法
制

度
等
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
る
。

①
は
、
議
会
統
制
、
司
法
統
制
が
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
。
②
は
、
行
政
組
織
に
お
け
る
階
統
制
な
ど
に
基
づ
く
統
制
で
あ
る
。
③

は
、
自
発
的
な
住
民
参
加
や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
統
制
な
ど
で
あ
り
、
④
は
、
「
職
業
倫
理
」
や
「
自
己
責
任
」
に
立
脚
す
る
統
制

で
あ
る
。

　
前
節
で
述
べ
た
、
各
自
治
体
の
自
己
評
価
・
内
部
評
価
は
、
こ
の
類
型
で
い
く
と
②
の
内
在
的
制
度
的
統
制
と
④
の
内
在
的
非
制
度

的
統
制
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
統
制
は
、
行
政
組
織
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
的
統
制
や
行
政
組
織
成
員
の
「
自
己
責
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き
る
か
否
か
は
心
許
な
い
。

仮
に
、
こ
れ
ら
の
評
価
結
果
が
公
表
さ
れ
、
閲
覧
に
供
さ
れ
た
と
し
て
も
、
住
民
統
制
は
ご
く
限
ら
れ
た
形
で
し
か
作
動
し
な
い
。
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任
」
や
「
職
業
倫
理
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
統
制
が
組
織
や
組
織
の
構
成
員
に
全
く
働
か
な
い
と
し
た
ら
、
行
政
改
革

の
一
手
段
と
し
て
の
政
策
評
価
制
度
の
実
効
性
を
担
保
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
ろ
う
。

　
た
と
え
ば
、
H
・
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（
＝
巽
く
亀
9
ま
窪
斡
①
ε
は
、
X
l
非
効
率
（
図
ー
一
器
筐
9
9
昌
）
の
理
論
を
構
築

し
、
組
織
及
び
組
織
内
部
成
員
が
旧
来
の
慣
行
を
改
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
こ
の
た
め
、
組
織
内
に
非
効
率
性
が
蔓
延
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

を
様
々
な
概
念
を
用
い
て
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
彼
の
「
慣
性
領
域
」
（
凶
器
旨
碧
臼
）
の
理
論
は
、
こ
の
こ
と
を
次
の
理
由
に

よ
っ
て
明
快
に
説
明
し
て
い
る
。
「
慣
性
領
域
」
と
は
、
そ
こ
か
ら
の
移
動
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
効
用
よ
り
も
、
そ
こ
に
と
ど
ま
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
の
効
用
の
ほ
う
が
大
で
あ
る
よ
う
な
心
理
的
領
域
を
言
う
。
通
常
、
こ
の
よ
う
な
「
慣
性
領
域
」
は
組
織
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
全
て
の
個
人
の
心
理
の
中
に
存
在
し
、
当
該
個
人
が
効
率
的
に
行
動
す
る
こ
と
を
阻
害
す
る
。
あ
る
政
策
等

注2）のC．ギルバートの文献、382頁から。

の
改
革
案
に
関
係
す
る
諸
個
人
が
こ
の
「
慣
性
領
域
」
内
に
位
置
す
る
場
合
、
当
該
改
革
案
は
実
行
さ
れ
な
い

こ
と
に
な
る
。

　
そ
こ
で
、
政
策
評
価
制
度
に
は
、
職
員
の
「
慣
性
領
域
」
を
縮
小
さ
せ
、
意
識
改
革
を
促
進
し
た
り
、
行
政

組
織
自
体
を
「
学
習
す
る
組
織
」
へ
と
変
貌
さ
せ
る
た
め
の
「
仕
組
み
」
を
内
蔵
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て

　
（
5
）

く
る
。
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
こ
の
た
め
の
効
果
的
方
法
は
、
組
織
へ
の
「
競
争
」
（
8
目
罵
葺
一
8
）
の

導
入
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
基
本
的
に
は
、
内
在
的
非
制
度
的
統
制
だ
け
で
は
や
は
り
限
界
が

あ
る
の
で
あ
り
、
何
ら
か
の
形
で
政
策
評
価
制
度
に
外
在
的
制
度
的
統
制
の
要
素
を
組
み
込
み
、
有
効
な
統
制

を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一387一
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と
え
ば
、

H
・
ラ
イ
ペ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

は、

xー
非
効
率
(
阿
!
日
ロ
丘
町
片
山

g
Q
)
の
理
論
を
構
築

(
出
向
凶
コ
話
可
戸
巳

σoロω件
。
山
口
)

し
、
組
織
及
び
組
織
内
部
成
員
が
旧
来
の
慣
行
を
改
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
こ
の
た
め
、
組
織
内
に
非
効
率
性
が
蔓
延
す
る
こ
と

を
様
々
な
概
念
を
用
い
て
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
彼
の
「
慣
性
領
域
」
(
山
足
立

R
S
)
の
理
論
は
、
こ
の
こ
と
を
次
の
理
由
に

よ
っ
て
明
快
に
説
明
し
て
い
る
。
「
慣
性
領
域
」
と
は
、
そ
こ
か
ら
の
移
動
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
効
用
よ
り
も
、
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そ
こ
に
と
ど
ま
る
こ

と
の
効
用
の
ほ
う
が
大
で
あ
る
よ
う
な
心
理
的
領
域
を
言
う
。
通
常
、
こ
の
よ
う
な
「
慣
性
領
域
」
は
組
織
内

の
全
て
の
個
人
の
心
理
の
中
に
存
在
し
、
当
該
個
人
が
効
率
的
に
行
動
す
る
こ
と
を
阻
害
す
る
。
あ
る
政
策
等

-387-

注 2)の c.ギルパートの文献、 382頁から。

の
改
革
案
に
関
係
す
る
諸
個
人
が
こ
の
「
慣
性
領
域
」
内
に
位
置
す
る
場
合
、
当
該
改
革
案
は
実
行
さ
れ
な
い

こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
政
策
評
価
制
度
に
は
、
職
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の
「
慣
性
領
域
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を
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小
さ
せ
、
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を
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進
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た
り
、
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を
「
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と
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ての

導
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と
し
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の
で
あ
る
。
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し
、
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的
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の
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あ
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的
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の
要
素
を
組
み
込
み
、
有
効
な
統
制

を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

任
」
や
「
職
業
倫
理
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
統
制
が
組
織
や
組
織
の
構
成
員
に
全
く
働
か
な
い
と
し
た
ら
、
行
政
改
革

の
一
手
段
と
し
て
の
政
策
評
価
制
度
の
実
効
性
を
担
保
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、

H
・
ラ
イ
ペ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

は、

xー
非
効
率
(
阿
!
日
ロ
丘
町
片
山

g
Q
)
の
理
論
を
構
築

(
出
向
凶
コ
話
可
戸
巳

σoロω件
。
山
口
)

し
、
組
織
及
び
組
織
内
部
成
員
が
旧
来
の
慣
行
を
改
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
こ
の
た
め
、
組
織
内
に
非
効
率
性
が
蔓
延
す
る
こ
と

を
様
々
な
概
念
を
用
い
て
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
彼
の
「
慣
性
領
域
」
(
山
足
立

R
S
)
の
理
論
は
、
こ
の
こ
と
を
次
の
理
由
に

よ
っ
て
明
快
に
説
明
し
て
い
る
。
「
慣
性
領
域
」
と
は
、
そ
こ
か
ら
の
移
動
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
効
用
よ
り
も
、

民主的統制としての外部政策評価387 

Formal External Internal Formal 

External Informal Internal Informal 

そ
こ
に
と
ど
ま
る
こ

と
の
効
用
の
ほ
う
が
大
で
あ
る
よ
う
な
心
理
的
領
域
を
言
う
。
通
常
、
こ
の
よ
う
な
「
慣
性
領
域
」
は
組
織
内

の
全
て
の
個
人
の
心
理
の
中
に
存
在
し
、
当
該
個
人
が
効
率
的
に
行
動
す
る
こ
と
を
阻
害
す
る
。
あ
る
政
策
等

-387-

注 2)の c.ギルパートの文献、 382頁から。

の
改
革
案
に
関
係
す
る
諸
個
人
が
こ
の
「
慣
性
領
域
」
内
に
位
置
す
る
場
合
、
当
該
改
革
案
は
実
行
さ
れ
な
い

こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
政
策
評
価
制
度
に
は
、
職
員
の
「
慣
性
領
域
」
を
縮
小
さ
せ
、
意
識
改
革
を
促
進
し
た
り
、
行
政

組
織
自
体
を
「
学
習
す
る
組
織
」

く
る
。
ラ
イ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
こ
の
た
め
の
効
果
的
方
法
は
、
組
織
へ
の
「
競
争
」

(
g
E℃
2
5
0
5

へ
と
変
貌
さ
せ
る
た
め
の
「
仕
組
み
」
を
内
蔵
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
ての

導
入
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
基
本
的
に
は
、
内
在
的
非
制
度
的
統
制
だ
け
で
は
や
は
り
限
界
が

あ
る
の
で
あ
り
、
何
ら
か
の
形
で
政
策
評
価
制
度
に
外
在
的
制
度
的
統
制
の
要
素
を
組
み
込
み
、
有
効
な
統
制

を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。



法学論集　49〔山梨学院大学〕　388

3

外
部
評
価
方
式
の
類
型

　
さ
て
、
自
己
評
価
や
内
部
評
価
だ
け
で
は
、
行
政
統
制
が
図
れ
な
い
と
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
外
部
評
価
体
制
を
導
入
す
れ
ば
よ
い

で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
次
の
五
つ
の
タ
イ
プ
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
条
例
設
置
に
よ
る
委
員
会
評

価
型
、
②
外
部
監
査
評
価
型
、
③
監
査
委
員
評
価
型
、
④
議
会
評
価
型
、
⑤
住
民
評
価
型
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
外
部
監
査
制
度
に
つ

い
て
は
、
監
査
委
員
制
度
を
廃
止
で
き
な
い
こ
と
等
の
た
め
、
こ
れ
と
の
連
動
が
図
ら
れ
る
よ
う
設
計
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も

完
全
な
制
度
で
は
な
く
、
今
後
の
課
題
も
数
多
く
抱
え
て
い
る
な
ど
、
「
現
段
階
の
一
応
の
改
善
策
で
あ
っ
て
、
将
来
の
見
直
し
は
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

然
あ
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
言
っ
た
見
解
も
多
い
が
、
本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
。

　
ま
た
、
我
々
は
、
こ
の
類
型
化
に
よ
り
、
既
存
制
度
に
大
幅
な
変
更
を
加
え
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
類
似

の
新
制
度
が
設
計
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
方
が
好
ま
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
類
型
化
の
う
ち
、
特
に
②
、
③
は

そ
れ
ぞ
れ
外
部
監
査
「
的
」
評
価
型
、
行
政
委
員
（
会
）
「
的
」
評
価
型
と
呼
び
変
え
て
も
良
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
分
か
り
や

す
さ
を
第
一
義
に
考
え
、
先
に
述
べ
た
呼
び
方
を
便
宜
的
に
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
評
価
タ
イ
プ
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
①
委
員
会
評
価
型
（
条
例
設
置
）

　
こ
の
方
式
は
、
数
名
か
ら
十
数
名
の
有
識
者
等
を
構
成
員
と
し
、
事
務
局
は
評
価
部
門
に
置
く
も
の
で
あ
る
。
委
員
会
に
は
、
調
査

権
、
勧
告
権
、
意
見
表
明
権
、
公
表
権
な
ど
幅
広
い
権
限
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
制
度
設
計
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
条
例
に
よ
る
設

一388一
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い
て
は
、
監
査
委
員
制
度
を
廃
止
で
き
な
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こ
と
等
の
た
め
、
こ
れ
と
の
連
動
が
図
ら
れ
る
よ
う
設
計
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も

完
全
な
制
度
で
は
な
く
、
今
後
の
課
題
も
数
多
く
抱
え
て
い
る
な
ど
、
「
現
段
階
の
一
応
の
改
善
策
で
あ
っ
て
、
将
来
の
見
直
し
は
当

然
あ
り
う
る
も
の
で
あ
る
よ
と
言
っ
た
見
鮫
も
多
い
が
、
本
稿
で
は
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
。
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置
が
望
ま
し
い
。
最
も
導
入
し
や
す
い
評
価
方
式
と
言
え
る
。

　
②
外
部
監
査
評
価
型

　
現
在
の
外
部
監
査
（
自
治
法
第
二
二
章
）
を
政
策
評
価
型
に
変
更
す
る
方
式
で
あ
る
。
外
部
監
査
人
の
補
助
者
は
、
外
部
監
査
人
が

行
政
外
の
者
か
ら
選
任
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
行
政
機
構
内
に
事
務
局
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
外
部

監
査
に
係
る
現
行
地
方
自
治
法
の
諸
規
定
は
、
あ
る
程
度
見
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
包
括
外
部
監
査
人
は
「
財
務
に

関
す
る
事
務
の
執
行
」
及
び
「
経
営
に
係
る
事
業
の
管
理
」
を
「
住
民
の
福
祉
の
増
進
」
、
「
最
少
の
経
費
で
最
大
の
効
果
」
、
「
組
織
及

び
運
営
の
合
理
化
」
、
「
規
模
の
適
正
化
」
と
い
っ
た
観
点
か
ら
監
査
す
る
と
い
っ
た
制
約
（
自
治
法
第
二
五
二
条
の
三
七
）
を
な
く

し
、
政
策
評
価
を
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
全
て
の
事
項
の
監
査
に
ま
で
拡
張
す
る
必
要
が
あ
る
。
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監
査
委
員
評
価
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。
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す
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あ
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。
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が
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。
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関
す
る
部
分
等
は
改
正
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
権
限
（
同
法
第
九
六
条
）
な
ど
も
大
幅
な
見
直
し
が
必
要
と
な
る
。

　
な
お
、
自
治
体
議
会
内
に
ア
メ
リ
カ
会
計
検
査
院
（
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轟
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）
に
類
似
し
た
評
価
機
関
を
設
置

し
、
議
員
の
要
請
に
従
い
又
は
独
自
に
政
策
評
価
を
行
い
、
議
会
審
議
と
連
結
さ
せ
る
方
法
は
、
さ
ら
に
効
果
的
な
外
部
評
価
方
式
で

あ
り
、
将
来
的
に
は
自
治
体
議
会
の
「
復
権
」
の
た
め
に
も
実
現
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
根
本
的
な
法
制
度
の
改
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正
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
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⑤
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民
評
価
型
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こ
の
方
式
は
、
多
様
な
制
度
設
計
が
可
能
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
応
、
「
市
民
陪
審
型
」
に
類
似
し
た
方
式
を
念
頭
に
置
き
た
い
。

す
な
わ
ち
、
有
識
者
も
含
め
、
十
数
名
か
ら
二
十
数
名
の
評
価
員
を
任
命
し
、
「
調
整
者
」
は
有
識
者
と
す
る
。
設
置
根
拠
は
条
例
と

し
、
「
委
員
会
評
価
型
」
の
箇
所
で
も
述
べ
た
よ
う
に
調
査
権
、
勧
告
権
、
意
見
表
明
権
、
公
表
権
な
ど
の
権
限
を
付
与
す
る
。
事
務

局
は
、
行
政
内
に
、
評
価
部
門
と
は
別
に
、
外
部
評
価
専
門
事
務
局
と
し
て
設
置
す
る
。

4

統
制
の
民
主
的
正
統
性

　
さ
て
、
前
節
で
述
べ
た
外
部
評
価
方
式
は
、
外
部
統
制
の
観
点
か
ら
効
果
を
発
揮
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
「
統
制
」
で
あ
る
以

上
、
そ
の
「
民
主
性
」
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
各
外
部
評
価
方
式
は
、
民
主
的
正
統
性
の
視
点
か
ら
す
る
と
、
ど
の

よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
の
が
次
の
問
題
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
議
論
す
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
条
件
が
整
え
ば
外
部
評
価
制
度
に
民
主
的
正
統
性
が
備
わ
っ
て
い
る
と
判
断
で
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統
制
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民
主
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統
性
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述
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部
統
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す
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上
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。
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よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
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か
と
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う
の
が
次
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問
題
で
あ
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。

こ
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と
に
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て
議
論
す
る
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は
、
ど
の
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う
な
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件
が
整
え
ば
外
部
評
価
制
度
に
民
主
的
正
統
性
が
備
わ
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て
い
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で
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き
る
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
こ
こ
で
は
、
こ
の
問
題
を
次
の
よ
う
に
捉
え
た
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
外
部
統
制
と
し
て
の
外
部
評
価
制
度
の
民
主
的
正
統
性
の

問
題
は
、
「
公
共
性
」
を
確
定
す
る
問
題
と
密
接
不
可
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
代
社
会
に
お
い
て
、
こ
の
「
公
共
性
」
の
概
念
は
、

多
義
性
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
公
共
に
関
す
る
中
心
的
な
問
題
は
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
認
識
す
る
こ
と
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ル
レ

な
く
て
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
べ
き
か
を
判
定
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
」
一
方
、
外
部
統
制
と
し
て
の
外
部
評
価
制
度
が
導
入
さ
れ
る

の
は
、
住
民
福
祉
の
最
大
化
を
「
条
件
付
き
」
で
信
託
し
た
住
民
自
ら
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
直
接
行
使
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、
当
該
制
度
は
、
行
政
機
構
の
持
つ
独
自
の
利
害
か
ら
離
れ
て
、
一
般
住
民
に
と
っ
て
「
公
共
的
な
る
も
の
」
を
「
判

定
」
す
る
た
め
の
装
置
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
装
置
は
民
主
主
義
の
理
念
を
体
現
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
場
合
に
限
り
、
当
該
制
度
は
「
公
共
空
間
」
と
成
り
う
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
実
質
的
に
、
そ
の
制
度
が

「
公
共
空
間
」
た
る
内
実
を
備
え
る
た
め
に
は
、
以
下
に
掲
げ
る
諸
要
素
を
有
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
だ
と
言
え
よ
う
。

　
そ
の
諸
要
素
と
は
、
少
な
く
と
も
次
の
六
つ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
根
拠
性
、
②
代
表
性
、
③
自
律
性
、
④
公
開
性
、
⑤
開
放

性
、
⑥
実
効
性
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
れ
ら
に
加
え
、
手
続
性
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
特
に
、
代
表
性
を
実
現
す
る
た
め
の

適
正
手
続
き
は
最
も
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
手
続
性
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
、
上
に
掲
げ
た
諸
要
素
の
中
に
も
部
分

的
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
自
治
体
憲
法
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
担
う
自
治
基
本
条
例
に
適
正
手
続
き
の
骨
格
事
項
を
規
定

し
た
上
で
、
細
目
に
つ
い
て
は
、
各
自
治
体
に
お
け
る
行
政
手
続
条
例
の
中
で
厳
密
に
規
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
所
与
の
も
の
と
考

え
、
本
稿
で
は
特
に
取
り
上
げ
な
い
こ
と
に
す
る
。

　
そ
こ
で
、
上
に
掲
げ
た
六
つ
の
要
素
の
意
味
を
一
つ
ひ
と
つ
解
説
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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の
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に
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正
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げ
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。
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ま
ず
、
根
拠
性
と
は
、
当
該
外
部
評
価
制
度
の
存
在
が
法
制
度
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
か
否
か
の
判
断
要
素
で
あ
る
。
従
来

ま
で
の
議
論
は
、
外
部
評
価
制
度
な
ど
の
住
民
参
加
方
式
を
、
こ
の
根
拠
性
の
み
か
ら
論
じ
て
き
た
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
根
拠
性

に
の
み
執
着
す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
形
式
的
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
、
こ
う
し
た
従
来
ま
で
の
議
論
を
「
形
式
的
民

主
的
正
統
性
」
と
呼
び
、
こ
こ
で
の
議
論
と
は
区
別
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
本
来
の
民
主
的
正
統
性
は
、
あ
く
ま
で
も
、
こ
の
根
拠
性

を
含
む
六
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
っ
て
総
合
的
に
判
断
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
我
々
は
こ
れ
を
「
実
質
的
民
主
的
正
統

性
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

　
こ
の
根
拠
性
に
つ
い
て
は
、
憲
法
に
由
来
す
る
も
の
が
最
も
高
い
根
拠
性
を
有
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
た
と
え
、
法
律
に
根
拠
を
置

か
な
く
と
も
、
あ
る
自
治
体
が
そ
の
自
治
権
に
基
づ
き
当
該
自
治
体
内
の
行
政
改
革
を
断
行
し
よ
う
と
す
る
場
合
な
ど
は
、
当
該
自
治

体
の
自
治
立
法
権
に
基
づ
き
制
定
さ
れ
た
条
例
に
根
拠
を
有
し
て
い
れ
ば
、
高
い
根
拠
性
を
持
つ
と
言
え
よ
う
。
仮
に
、
自
治
体
が
そ

の
自
治
体
の
最
高
法
規
と
も
言
う
べ
き
自
治
基
本
条
例
に
お
い
て
具
体
的
な
住
民
参
加
方
式
を
規
定
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
る

外
部
評
価
制
度
は
、
「
形
式
的
民
主
的
正
統
性
」
の
点
か
ら
言
っ
て
も
一
段
と
高
い
根
拠
性
を
有
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
法
律
と
い

え
ど
も
、
地
方
自
治
の
本
旨
に
反
す
る
も
の
は
違
憲
（
憲
法
第
九
二
条
）
で
あ
り
、
ま
た
無
効
（
同
第
九
八
条
第
一
項
）
な
の
で
あ

り
、
ま
た
、
条
例
へ
の
で
き
る
限
り
の
配
慮
を
、
そ
の
立
法
原
則
と
す
べ
き
な
の
で
あ
る
（
自
治
法
第
二
条
第
二
項
）
。

　
次
に
、
代
表
性
は
、
外
部
評
価
制
度
に
住
民
の
多
元
的
価
値
観
が
適
切
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、
形
式
的
に
は
、
当
該
制
度

が
、
母
集
団
と
し
て
の
自
治
体
内
住
民
構
成
の
特
性
を
反
映
し
た
標
本
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
か
否
か
の
判
断
要
素
で
あ
る
。
現
行
の
自

治
体
議
会
が
高
い
評
価
を
勝
ち
取
れ
な
い
重
要
な
要
因
の
一
つ
は
、
こ
の
代
表
性
の
低
さ
に
あ
る
。
い
く
つ
も
の
課
題
を
抱
え
な
が
ら

も
住
民
投
票
に
代
表
さ
れ
る
直
接
民
主
主
義
的
要
素
が
叫
ば
れ
る
原
因
の
一
つ
は
、
こ
の
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
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六
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
っ
て
総
合
的
に
判
断
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
我
々
は
こ
れ
を
「
実
質
的
民
主
的
正
統

性
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

法学論集

こ
の
根
拠
性
に
つ
い
て
は
、
憲
法
に
由
来
す
る
も
の
が
最
も
高
い
根
拠
性
を
有
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、

た
と
え
、
法
律
に
根
拠
を
置

か
な
く
と
も
、
あ
る
自
治
体
が
そ
の
自
治
権
に
基
づ
き
当
該
自
治
体
内
の
行
政
改
革
を
断
行
し
よ
う
と
す
る
場
合
な
ど
は
、
当
該
自
治
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体
の
自
治
立
法
権
に
基
づ
き
制
定
さ
れ
た
条
例
に
根
拠
を
有
し
て
い
れ
ば
、
高
い
根
拠
性
を
持
つ
と
言
え
よ
う
。
仮
に
、
自
治
体
が
そ

の
自
治
体
の
最
高
法
規
と
も
言
う
べ
き
自
治
基
本
条
例
に
お
い
て
具
体
的
な
住
民
参
加
方
式
を
規
定
し
、

そ
れ
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
る

外
部
評
価
制
度
は
、
「
形
式
的
民
主
的
正
統
性
」
の
点
か
ら
言
っ
て
も
一
段
と
高
い
根
拠
性
を
有
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
法
律
と
い

え
ど
も
、
地
方
自
治
の
本
旨
に
反
す
る
も
の
は
違
憲
(
憲
法
第
九
二
条
)

で
あ
り
、

ま
た
無
効
(
同
第
九
八
条
第
一
項
)
な
の
で
あ

り
、
ま
た
、
条
例
へ
の
で
き
る
限
り
の
配
慮
を
、

そ
の
立
法
原
則
と
す
べ
き
な
の
で
あ
る
(
自
治
法
第
二
条
第
一
一
項
)
。

次
に
、
代
表
性
は
、
外
部
評
価
制
度
に
住
民
の
多
元
的
価
値
観
が
適
切
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、
形
式
的
に
は
、
当
該
制
度

が
、
母
集
団
と
し
て
の
自
治
体
内
住
民
構
成
の
特
性
を
反
映
し
た
標
本
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
か
否
か
の
判
断
要
素
で
あ
る
。
現
行
の
自

治
体
議
会
が
高
い
評
価
を
勝
ち
取
れ
な
い
重
要
な
要
因
の
一
つ
は
、
こ
の
代
表
性
の
低
さ
に
あ
る
。
い
く
つ
も
の
課
題
を
抱
え
な
が
ら

も
住
民
投
票
に
代
表
さ
れ
る
直
接
民
主
主
義
的
要
素
が
叫
ば
れ
る
原
因
の
一
つ
は
、
こ
の
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
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な
お
、
こ
の
代
表
性
が
、
多
元
的
価
値
観
を
内
包
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
そ
れ
に
基
づ
く
多
元
的
意
見
の
調

整
・
集
約
が
必
要
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
調
整
者
に
は
、
多
元
的
価
値
を
認
識
・
理
解
し
客
観
視
で
き
る
能
力
が
問
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
と
な
る
と
、
多
く
の
場
合
、
こ
の
調
整
者
は
「
専
門
家
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
特
定
の
外
部
評
価
に
つ
い
て
は
、
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
（
ω
富
汀
ぎ
箆
R
）
U
利
害
関
係
者
中
心
の
外
部
評
価
方
式
も
考
え

ら
れ
る
が
、
意
見
集
約
の
不
可
能
性
の
点
か
ら
現
実
的
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
的
に
は
、
母
集
団
の
特
性
を
凝
縮
し
た
形
で

の
評
価
方
式
が
好
ま
し
い
。
同
じ
く
、
地
域
性
に
つ
い
て
も
、
関
係
す
る
地
域
住
民
の
意
見
表
明
の
機
会
を
十
分
保
障
す
れ
ば
よ
い
。

　
自
律
性
は
、
構
成
員
の
自
由
な
討
議
を
保
障
し
、
討
議
民
主
主
義
を
担
保
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
判
断
要
素
で
あ
る
。
こ
の
自
律

性
を
保
障
す
る
た
め
に
は
、
行
政
に
よ
る
介
入
を
で
き
る
だ
け
排
除
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
意
味
か
ら
は
、
行
政
は
「
抑
制
的
行

政
」
に
徹
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
。
一
方
、
構
成
員
の
自
由
な
討
議
や
「
熟
議
」
を
保
障
す
る
た
め
に
は
、
必
要
で
あ
れ
ば
行
政
関

係
者
の
出
頭
な
ど
も
含
め
、
行
政
が
保
有
す
る
関
係
情
報
の
積
極
的
開
示
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
は
、
行
政
に
は
「
能
動
的

行
政
」
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
抑
制
的
行
政
」
と
「
能
動
的
行
政
」
の
権
衡
の
上
に
立
ち
、
初
め
て
「
実
質
的
民
主
的
正
統
性
」
の
前
提
の
一
つ
が
保
障
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　
公
開
性
は
、
構
成
員
の
討
議
が
原
則
的
に
全
て
公
開
で
行
わ
れ
、
透
明
性
を
確
保
し
て
い
る
か
否
か
の
判
断
要
素
で
あ
る
。
討
議
の

全
て
が
公
開
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
目
的
で
も
あ
り
手
段
と
も
な
る
政
策
過
程
の
透
明
性
・
客
観
性
が
担
保
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
意
味
か
ら
も
公
開
性
の
要
素
は
絶
対
的
で
あ
る
。

　
開
放
性
は
、
構
成
員
以
外
の
住
民
の
、
討
議
へ
の
意
見
表
明
等
の
機
会
が
保
障
さ
れ
て
い
る
か
否
か
の
判
断
要
素
で
あ
る
。
換
言
す
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政
」
に
徹
す
る
こ
と
を
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求
さ
れ
る
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一
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由
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「
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係
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観
性
が
担
保
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
意
味
か
ら
も
公
開
性
の
要
素
は
絶
対
的
で
あ
る
。

開
放
性
は
、
構
成
員
以
外
の
住
民
の
、
討
議
へ
の
意
見
表
明
等
の
機
会
が
保
障
さ
れ
て
い
る
か
否
か
の
判
断
要
素
で
あ
る
。
換
言
す
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れ
ば
、
開
放
性
は
、
構
成
員
以
外
の
住
民
に
と
っ
て
の
「
参
加
」
の
要
素
で
あ
る
。
特
に
、
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
た
る
住
民
の
意
見
表

明
（
参
加
）
の
機
会
は
厳
格
に
保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
最
後
の
実
効
性
は
、
当
該
外
部
評
価
制
度
で
得
ら
れ
た
結
論
が
、
首
長
や
議
会
に
対
し
実
質
的
影
響
力
を
持
ち
う
る
か
否
か
の
判
断

要
素
で
あ
る
。
根
拠
性
と
も
密
接
な
関
連
を
有
す
る
が
、
こ
う
し
た
外
部
評
価
方
式
に
よ
る
結
論
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
難
し
い
問

題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
行
法
制
度
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
外
部
評
価
方
式
に
よ
る
結
論
を
も
っ
て
最
終
政
治
決
定
と

す
る
こ
と
は
、
二
元
代
表
制
の
点
か
ら
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
取
り
あ
え
ず
は
、
自
治
基
本
条
例
に
、
こ
う
し
た
結
論
に
対
す
る

首
長
や
議
会
の
「
尊
重
性
」
を
規
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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各
外
部
評
価
方
式
の
比
較

　
第
三
節
で
規
定
し
た
よ
う
な
制
度
設
計
を
前
提
に
す
る
と
、
各
外
部
評
価
方
式
に
つ
い
て
の
民
主
的
正
統
性
は
、
別
表
（
一
六
頁
）

の
よ
う
に
な
る
。
簡
単
に
説
明
を
加
え
て
お
こ
う
。

　
条
例
設
置
の
委
員
会
方
式
に
つ
い
て
は
、
構
成
員
が
有
識
者
か
ら
な
る
と
い
う
意
味
で
、
代
表
性
は
低
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
行

政
機
構
内
に
設
置
さ
れ
る
た
め
、
自
律
性
も
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
抑
制
的
行
政
」
と
「
能
動
的
行
政
」
が
良
好
に
機
能
す
る

か
ど
う
か
で
あ
る
。
ま
た
、
同
様
の
理
由
に
よ
り
、
結
論
の
実
効
性
も
課
題
で
あ
る
。
な
お
、
公
開
性
や
開
放
性
に
つ
い
て
は
、
制
度

設
計
に
よ
っ
て
は
十
分
効
果
を
発
揮
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
外
部
監
査
評
価
型
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
方
式
も
代
表
性
の
要
素
は
充
た
さ
な
い
。
根
拠
を
自
治
法
に
置
く
と
い
え
ど
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も
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
自
律
性
が
若
干
問
題
と
な
る
。
実
効
性
は
委
員
会
評
価
型
よ
り
高
く
な
る
が
、
外
部
監
査
人
と
首
長
と
の
契
約

行
為
を
前
提
に
す
る
こ
と
や
議
会
に
よ
る
政
治
決
定
が
あ
る
以
上
、
完
全
と
は
言
え
な
い
。

　
監
査
委
員
評
価
型
に
つ
い
て
も
基
本
的
に
外
部
監
査
評
価
型
と
同
様
で
あ
る
が
、
後
者
は
外
部
監
査
人
の
補
助
機
構
と
し
て
外
部
監

査
人
が
選
任
す
る
補
助
者
を
持
つ
の
と
は
対
象
的
に
、
前
者
は
監
査
委
員
が
選
任
す
る
補
助
機
構
を
持
た
な
い
た
め
、
自
律
性
や
実
効

性
の
点
で
若
干
効
果
が
弱
ま
る
と
言
え
よ
う
。
外
部
監
査
制
度
は
、
こ
う
し
た
点
も
含
め
、
監
査
の
「
外
部
性
」
を
高
め
た
と
言
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
議
会
評
価
型
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
代
表
性
に
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
自
律
性
に
つ
い
て
は
、
そ
の
権
能
の
法
的
・
実
質
的
低
さ
に

よ
り
、
公
開
性
・
開
放
性
に
つ
い
て
は
、
自
治
体
議
会
へ
の
政
党
政
治
の
悪
影
響
と
議
会
側
の
怠
慢
（
議
会
は
、
委
員
会
の
完
全
公
開

や
移
動
議
会
、
公
聴
会
な
ど
を
よ
り
積
極
的
に
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。
）
に
よ
り
、
今
の
ま
ま
で
は
効
果
を
発
揮
す
る
と
は
期
待
し
難

い
。
し
か
し
、
法
制
度
を
抜
本
的
に
見
直
し
、
ア
メ
リ
カ
会
計
検
査
院
（
G
A
O
）
的
機
関
の
設
置
や
代
表
性
を
体
現
す
る
た
め
の
改

革
を
は
じ
め
と
し
た
諸
制
度
の
改
革
を
行
え
ば
、
外
部
評
価
方
式
と
し
て
、
か
な
り
良
好
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
示
す
可
能
性
が
あ

る
。　

最
後
に
、
「
市
民
陪
審
的
」
住
民
評
価
型
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
そ
の
設
置
根
拠
を
自
治
基
本
条
例
に
置
く
こ
と
、
構
成
員
を
二
十
数

名
程
度
と
し
、
代
表
性
を
確
保
す
る
こ
と
、
独
自
の
政
治
的
評
価
に
よ
り
で
き
る
だ
け
自
律
性
を
高
め
る
こ
と
、
条
例
に
よ
り
公
開

性
・
開
放
性
を
担
保
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
G
A
O
式
議
会
評
価
型
に
準
ず
る
効
果
を
発
揮
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、

我
々
は
、
こ
の
外
部
評
価
方
式
に
多
く
を
期
待
す
る
。
し
か
し
、
住
民
型
評
価
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
「
守
旧
的
」
行
政
機
構
に
よ

り
設
置
自
体
が
課
題
で
あ
り
、
規
範
的
観
点
か
ら
論
ず
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
実
現
に
関
し
て
は
大
き
な
障
害
を
抱
え
て
い
る
こ
と
も
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監
査
委
員
評
価
型
に
つ
い
て
も
基
本
的
に
外
部
監
査
評
価
型
と
同
様
で
あ
る
が
、
後
者
は
外
部
監
査
人
の
補
助
機
構
と
し
て
外
部
監

査
人
が
選
任
す
る
補
助
者
を
持
つ
の
と
は
対
象
的
に
、
前
者
は
監
査
委
員
が
選
任
す
る
補
助
機
構
を
持
た
な
い
た
め
、
自
律
性
や
実
効

性
の
点
で
若
干
効
果
が
弱
ま
る
と
言
え
よ
う
。
外
部
監
査
制
度
は
、
こ
う
し
た
点
も
含
め
、
監
査
の
「
外
部
性
」
を
高
め
た
と
一
言
う
こ

(
日
)

と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

議
会
評
価
型
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
代
表
性
に
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
自
律
性
に
つ
い
て
は
、
そ
の
権
能
の
法
的
・
実
質
的
低
さ
に

よ
り
、
公
開
性
・
開
放
性
に
つ
い
て
は
、
自
治
体
議
会
へ
の
政
党
政
治
の
悪
影
響
と
議
会
側
の
怠
慢
(
議
会
は
、
委
員
会
の
完
全
公
開

-395-

や
移
動
議
会
、
公
聴
会
な
ど
を
よ
り
積
極
的
に
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。
)

に
よ
り
、
今
の
ま
ま
で
は
効
果
を
発
揮
す
る
と
は
期
待
し
難

395 民主的統制としての外部政策評価

い
。
し
か
し
、
法
制
度
を
抜
本
的
に
見
直
し
、

ア
メ
リ
カ
会
計
検
査
院

(
G
A
O
)
的
機
関
の
設
置
や
代
表
性
を
体
現
す
る
た
め
の
改

革
を
は
じ
め
と
し
た
諸
制
度
の
改
革
を
行
え
ば
、
外
部
評
価
方
式
と
し
て
、

か
な
り
良
好
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
示
す
可
能
性
が
あ

る
最
後
に
、
「
市
民
陪
審
的
」
住
民
評
価
型
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
そ
の
設
置
根
拠
を
自
治
基
本
条
例
に
置
く
こ
と
、
構
成
員
を
二
十
数

名
程
度
と
し
、
代
表
性
を
確
保
す
る
こ
と
、
独
自
の
政
治
的
評
価
に
よ
り
で
き
る
だ
け
自
律
性
を
高
め
る
こ
と
、
条
例
に
よ
り
公
開

性
・
開
放
性
を
担
保
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、

G
A
O
式
議
会
評
価
型
に
準
ず
る
効
果
を
発
揮
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、

我
々
は
、
こ
の
外
部
評
価
方
式
に
多
く
を
期
待
す
る
。
し
か
し
、
住
民
型
評
価
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
「
守
旧
的
」
行
政
機
構
に
よ

り
設
置
自
体
が
課
題
で
あ
り
、
規
範
的
観
点
か
ら
論
ず
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
実
現
に
関
し
て
は
大
き
な
障
害
を
抱
え
て
い
る
こ
と
も
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民
主
性
と
専
門
性
の
「
融
合
」

　
さ
て
、
前
節
で
述
べ
た
各
外
部
評
価
方
式
の
課
題
等
に
ま
し
て
重
要
で
深
刻
な
課
題
は
、
一
方
で
民
主
的
だ
と
考
え
ら
れ
る
外
部
評

価
方
式
が
、
他
方
で
高
い
専
門
性
を
必
要
と
す
る
「
評
価
」
を
効
果
的
に
行
う
こ
と
が
可
能
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
別
表
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
民
主
性
の
要
素
中
、
特
に
代
表
性
の
点
で
比
較
的
劣
る
外
部
評
価
方
式
、
す
な
わ
ち
、
委
員
会

評
価
型
、
外
部
監
査
評
価
型
、
監
査
委
員
評
価
型
な
ど
は
、
逆
に
、
専
門
性
の
観
点
か
ら
す
る
と
比
較
的
、
効
果
的
だ
と
思
わ
れ
る
こ

と
も
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
実
質
的
民
主
的
正
統
性
」
の
高
い
外
部
評
価
方
式
を
、
高
い
専
門
性
と
「
融
合
」
さ
せ
る
た
め

に
は
、
具
体
的
な
制
度
設
計
に
あ
た
っ
て
、
困
難
で
は
あ
る
が
、
幾
分
の
工
夫
が
必
要
と
な
る
。
（
な
お
、
議
会
評
価
型
の
代
表
性
が

低
位
で
あ
る
こ
と
は
、
以
上
と
は
別
の
要
因
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）

　
そ
の
場
合
、
上
記
の
外
部
評
価
方
式
の
う
ち
、
外
部
監
査
評
価
型
や
監
査
委
員
評
価
型
の
代
表
性
を
高
め
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
代
表
性
の
点
で
は
問
題
の
な
い
「
市
民
陪
審
的
」
住
民
評
価
方
式
に
、
委
員
会
評
価
型
を
「
融
合
」
さ
せ
る
こ
と
が
一
つ

の
方
法
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
住
民
評
価
型
に
「
専
門
家
会
議
」
と
い
っ
た
装
置
を
組
み
込
む
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
会
議
で
は

捉
え
き
れ
な
い
問
題
に
つ
い
て
は
、
当
該
問
題
に
合
わ
せ
、
適
宜
「
公
聴
会
」
を
実
施
す
る
こ
と
だ
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
民
主

性
と
専
門
性
が
「
融
合
」
し
た
外
部
評
価
方
式
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
（
別
図
（
一
六
頁
）
を
参
照
せ
よ
。
）
そ
の
場
合
の
専
門

家
会
議
と
い
う
装
置
を
備
え
た
「
市
民
陪
審
的
」
住
民
評
価
制
度
は
、
い
わ
ば
、
R
・
ボ
ッ
ク
ス
（
困
o
冨
益
○
ω
o
×
）
の
言
う
、

一396一
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要
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中
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特
に
代
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点
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較
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ち
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委
員
会

評
価
型
、
外
部
監
査
評
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型
、
監
査
委
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評
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型
な
ど
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、
逆
に
、
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の
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か
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比
較
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、
効
果
的
だ
と
思
わ
れ
る
こ
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と
も
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
実
質
的
民
主
的
正
統
性
」
の
高
い
外
部
評
価
方
式
を
、
高
い
専
門
性
と
「
融
ム
E
さ
せ
る
た
め

に
は
、
具
体
的
な
制
度
設
計
に
あ
た
っ
て
、
困
難
で
は
あ
る
が
、
幾
分
の
工
夫
が
必
要
と
な
る
。
(
な
お
、
議
会
評
価
型
の
代
表
性
が

低
位
で
あ
る
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は
、
以
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と
に
注
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な
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な
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監
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高
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こ
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ら
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の
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で
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問
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「
市
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式
に
、
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会
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を
「
融
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」
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せ
る
こ
と
が
一
つ

の
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で
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る
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た
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え
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住
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に
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専
門
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会
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と
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で
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る
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、
こ
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当
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に
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、
適
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「
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専
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し
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評
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方
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確
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な
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一
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う
装
置
を
備
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「
市
民
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審
的
」
住
民
評
価
制
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同
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巳
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リ
・
回
。
以
)

の
き
守
フ
、

い
わ
ば
、

R
・
ボ
ッ
ク
ス
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議
会
が
意
思
決
定
か
ら
「
調
整
」
役
に
回
り
、
行
政
が
公
的
機
関
の
統
制
に
よ
り
諸
目
標
を
達
成
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
市
民
の

「
援
助
」
者
と
な
る
こ
と
に
よ
り
諸
目
標
を
達
成
す
る
、
市
民
主
導
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
Ω
爵
窪
O
O
奉
糞
き
8
）
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

つ
の
具
現
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
て
、
政
策
評
価
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
具
体
的
な
形
で
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
。

お
わ
り
に

397民主的統制としての外部政策評価

　
本
稿
で
は
、
政
策
評
価
に
お
け
る
外
部
評
価
制
度
の
設
計
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
き
た
。
そ
し
て
、
民
主
性
と
専
門
性
を
「
融

合
」
さ
せ
た
、
専
門
家
会
議
を
取
り
込
ん
だ
「
市
民
陪
審
的
」
住
民
評
価
制
度
が
最
も
望
ま
し
く
、
こ
れ
は
、
行
政
や
議
会
が
一
歩
引

い
た
形
で
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
具
現
化
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
言
及
し
た
。

　
し
か
し
、
第
二
節
で
、
C
・
ギ
ル
バ
ー
ト
の
統
制
の
四
類
型
を
論
じ
た
際
に
も
示
唆
し
た
が
、
外
部
評
価
は
、
あ
く
ま
で
も
自
己
評

価
や
内
部
評
価
と
合
わ
せ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
行
政
機
構
の
各
成
員
の
自
己
統
制
・
内
在
的
統
制
が
前
提
と

し
て
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
外
部
評
価
に
よ
る
外
部
統
制
が
有
効
に
機
能
し
な
い
か
ら
だ
。

　
こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
る
と
、
理
想
的
な
政
策
評
価
制
度
は
、
自
己
評
価
・
内
部
評
価
・
外
部
評
価
を
多
層
的
・
多
元
的
に
組
み
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ぱ
レ

わ
せ
て
構
築
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
う
し
た
多
元
的
な
評
価
体
制
は
、
カ
ー
ル
・
ポ
ッ
パ
ー
（
内
震
一
勺
o
唇
R
）
の

意
味
で
の
論
理
実
証
主
義
に
基
づ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
言
う
の
も
、
多
元
的
評
価
は
反
証
可
能
性
を
具
備
し
て
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
ロ

け
れ
ば
事
実
上
の
多
元
的
機
能
を
発
揮
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
そ
の
場
合
の
外
部
評
価
方
式
は
、
民
主
的
正
統
性
を
有
し
、
専
門
性
も
兼
ね
備
え
た
住
民
参
加
に
よ
る
政
策
評
価
体
制
で

一397一
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標
を
達
成
す
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
市
民
の

「
援
助
」
者
と
な
る
こ
と
に
よ
り
諸
目
標
を
達
成
す
る
、
市
民
主
導
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
・
ガ
パ
ナ
ン
ス

(
Q
Z
N
B
。。

5
5
8
8
)
の一

つ
の
具
現
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
て
、
政
策
評
価
と
ガ
パ
ナ
ン
ス
が
具
体
的
な
形
で
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
政
策
評
価
に
お
け
る
外
部
評
価
制
度
の
設
計
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
き
た
。
そ
し
て
、
民
主
性
と
専
門
性
を
「
融

合
」
さ
せ
た
、
専
門
家
会
議
を
取
り
込
ん
だ
「
市
民
陪
審
的
」
住
民
評
価
制
度
が
最
も
望
ま
し
く
、
こ
れ
は
、
行
政
や
議
会
が
一
歩
引

い
た
形
で
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
・
ガ
パ
ナ
ン
ス
の
具
現
化
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
言
及
し
た
。

民主的統制としての外部政策評価

し
か
し
、
第
二
節
で
、

C
・
ギ
ル
パ

l
ト
の
統
制
の
四
類
型
を
論
じ
た
際
に
も
示
唆
し
た
が
、
外
部
評
価
は
、
あ
く
ま
で
も
自
己
評

価
や
内
部
評
価
と
合
わ
せ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
行
政
機
構
の
各
成
員
の
自
己
統
制
・
内
在
的
統
制
が
前
提
と

し
で
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
外
部
評
価
に
よ
る
外
部
統
制
が
有
効
に
機
能
し
な
い
か
ら
だ
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
る
と
、
理
想
的
な
政
策
評
価
制
度
は
、
自
己
評
価
・
内
部
評
価
・
外
部
評
価
を
多
層
的
・
多
元
的
に
組
み
合

わ
せ
て
構
築
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
う
し
た
多
元
的
な
評
価
体
制
は
、
カ
ー
ル
・
ポ
ッ
パ

l
(同
州
丘
一
句
。
古
宮
門
)
の

意
味
で
の
論
理
実
証
主
義
に
基
づ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
言
う
の
も
、
多
元
的
評
価
は
反
証
可
能
性
を
具
備
し
て
い
な

け
れ
ば
事
実
上
の
多
元
的
機
能
を
発
揮
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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部
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（別表）各外部評価方式の「実質的民主的正統性」にっいての比較

委員会評価

型（条例設置）

外部監査

評価型

監査委員

評価型
議会
評価型

住民評価型

（条例設置）

① 根拠性 ○ ◎ ◎ ◎ ○

② 代表性 × × × × ○

③ 自律性 △ △ △ △ O（△）

④ 公開性 ○ ○ O △ ○

⑤ 開放性 O ○（△） O（△） ○（△） O
⑥ 実効性 ×（△） △ △ ○ △

・上記は、現行法制度の若干の改正を前提とした場合の「可能性」につい

て示している。ただし、例えば、議会内にアメリカ会計検査院（GAO）

型の評価機構を設置するといった「根本的改正」までは想定していない。

・該当する要素が高い順に、◎O△×で記入してある。ただし、それぞ

れの外部評価方式が各要素を最も高く表すよう制度設計された場合を想

定している。

（別　図）

専門性

（低）
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な
け
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い
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と
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て
強
調
し
て
本
稿
を
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こ
と
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⑤丁注
）　）4365

（
7
）

（
8
）

（
9
）

　
平
成
一
三
年
二
月
五
日
、
総
務
省
発
表
の
「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
評
価
の
取
組
状
況
」
に
よ
る
。

　
我
が
国
行
政
で
は
、
「
政
策
評
価
」
と
い
う
言
葉
と
「
行
政
評
価
」
と
い
う
言
葉
が
同
時
並
行
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
捉
え
方
も
様
々
で
あ

る
。
我
々
は
、
「
政
策
評
価
」
を
本
文
の
よ
う
に
捉
え
、
「
行
政
評
価
」
と
は
、
こ
う
し
た
政
策
（
狭
義
）
、
施
策
、
事
務
事
業
を
機
能
さ
せ
る
、
行
政

に
係
る
制
度
、
シ
ス
テ
ム
、
運
営
方
法
等
が
効
果
的
に
作
動
し
て
い
る
か
否
か
を
評
価
す
る
こ
と
と
し
て
捉
え
る
。
こ
う
し
た
整
理
に
つ
い
て
は
、
外

川
伸
一
『
分
権
型
社
会
に
お
け
る
都
道
府
県
改
革
の
視
座
』
（
公
人
の
友
社
、
二
〇
〇
一
年
）
の
第
三
章
第
一
節
を
参
照
せ
よ
。

9
毘
Φ
の
甲
O
ま
貧
》
、
、
↓
冨
牢
四
旨
署
・
詩
O
眺
》
α
巨
霧
寓
畳
＜
Φ
寄
ω
℃
・
鼠
玄
一
ξ
．
、
（
↓
『
ε
o
霞
墨
一
・
暁
℃
o
猛
。
ρ
く
。
一
，
曽
一
。
㎝
P
》
⊆
讐
ω
け
）

　
内
在
的
内
部
統
制
を
高
め
る
手
段
と
し
て
は
、
三
重
県
の
方
法
が
参
考
に
な
る
。
真
山
ら
は
、
こ
れ
を
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
イ
メ
ー
ジ
の
行
政
機
構
・

組
織
内
部
へ
の
組
み
込
み
と
い
う
形
で
論
じ
て
い
る
。
真
山
達
志
ほ
か
「
地
方
政
府
の
行
政
改
革
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
イ
メ
ー
ジ
」
（
『
同
志
社
政
策
科
学

研
究
』
第
二
巻
　
第
一
号
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
）
を
参
照
。

　
＝
巽
く
昌
需
ま
窪
馨
①
貫
羅
網
○
＆
国
8
8
邑
。
題
き
－
》
Z
①
薯
3
琶
血
畳
8
8
同
言
R
8
8
8
昌
8
（
＝
震
話
益
C
旨
一
話
邑
昌
牢
o
郵
這
胡
）

　
碓
井
光
明
「
自
治
体
外
部
監
査
制
度
の
意
義
と
課
題
」
（
『
都
市
問
題
』
第
八
九
巻
、
第
八
号
、
一
九
九
八
年
八
月
号
）
外
部
監
査
制
度
の
問
題
点
・

課
題
に
つ
い
て
は
、
こ
の
論
文
が
大
変
参
考
に
な
る
。

　
ア
メ
リ
カ
G
A
O
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
文
献
は
数
多
い
が
、
た
と
え
ば
、
次
の
文
献
を
参
照
せ
よ
。
金
本
良
嗣
「
会
計
検
査
に
よ
る
プ
ロ
グ
ラ

ム
評
価
ー
ア
メ
リ
カ
G
A
O
か
ら
何
を
学
ぶ
か
」
（
『
会
計
検
査
研
究
』
第
三
号
、
一
九
九
一
年
三
月
）

　
「
市
民
陪
審
型
」
参
加
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
せ
よ
。
古
川
俊
一
「
市
民
参
加
の
評
価
方
式
－
制
度
化
の
可
能
性
と
課
題
ー
」
（
西
尾
勝

編
著
『
行
政
評
価
の
潮
流
i
参
加
型
評
価
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
1
』
（
（
財
）
行
政
管
理
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
〇
年
）
ま
た
、
参
加
型
評
価
の
類
型

に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
が
参
考
に
な
る
。
山
谷
清
志
「
評
価
の
多
様
性
と
市
民
ー
参
加
型
評
価
の
可
能
性
1
」
（
西
尾
勝
編
著
『
行
政
評
価
の
潮
流

ー
参
加
型
評
価
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
1
』
（
（
財
）
行
政
管
理
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
〇
年
）

　
こ
の
段
落
の
以
下
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
阿
部
斉
『
概
説
現
代
政
治
の
理
論
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
）
の
第
五
章
「
公
共
性
の
理
論
」
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
改
め
て
強
調
し
て
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

民主的統制としての外部政策評価

注(
1
)

平
成
二
ニ
年
一
一
月
五
日
、
総
務
省
発
表
の
「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
評
価
の
取
組
状
況
」
に
よ
る
。

(2)

我
が
国
行
政
で
は
、
「
政
策
評
価
」
と
い
う
言
葉
と
「
行
政
評
価
」
と
い
う
言
葉
が
同
時
並
行
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
捉
え
方
も
様
々
で
あ

る
。
我
々
は
、
「
政
策
評
価
」
を
本
文
の
よ
う
に
捉
え
、
「
行
政
評
価
」
と
は
、
こ
う
し
た
政
策
(
狭
義
)
、
施
策
、
事
務
事
業
を
機
能
さ
せ
る
、
行
政

に
係
る
制
度
、
シ
ス
テ
ム
、
運
営
方
法
等
が
効
果
的
に
作
動
し
て
い
る
か
否
か
を
評
価
す
る
こ
と
と
し
て
捉
え
る
。
こ
う
し
た
整
理
に
つ
い
て
は
、
外

川
伸
一
『
分
権
型
社
会
に
お
け
る
都
道
府
県
改
革
の
視
座
』
(
公
人
の
友
社
、
二

O
O
一
年
)
の
第
三
章
第
一
節
を
参
照
せ
よ
。

(
3
)
(
U
F
R
-
g
開
・
の
ロ

σ
2
Y
E
H，
Fop-mwBO者
。
『

W
C同
〉
品
目
宮
町
可
向
洋
守
⑦
問
。

ω℃。ロ
ω
B
E
qョ
(
叫
，

FO
ト
『
。
ロ
ヨ
色
。
片
岡
ぷ

)-Egu
〈
。

--NHSSW-〉
c
m
g同

)

(
4
)

内
在
的
内
部
統
制
を
高
め
る
手
段
と
し
て
は
、
三
重
県
の
方
法
が
参
考
に
な
る
。
真
山
ら
は
、
こ
れ
を
、
ガ
パ
ナ
ン
ス
・
イ
メ
ー
ジ
の
行
政
機
構
・

組
織
内
部
へ
の
組
み
込
み
と
い
う
形
で
論
じ
て
い
る
。
真
山
達
志
ほ
か
「
地
方
政
府
の
行
政
改
革
と
ガ
パ
ナ
ン
ス
・
イ
メ
ー
ジ
」
(
『
同
志
社
政
策
科
学

研
究
』
第
二
巻
第
一
号
、
二

0
0
0年
一
二
月
)
を
参
照
。

(
5
)

出

ω門〈
m
q
F
E
σ
0
5
z
-
p
目
。
句
。
ロ
品
開
。
。
ロ
。

5
目
。
富
山
口

-krzod司
司
。
己
ロ
門
古
昨
日
。
口
問
。
門
富
山
の
吋
。
ゅ
の
。
ロ
。

E
甘

ω
(同
ω吋〈
ω
E
C
E〈ぬ吋
ω円片山、
3
・2
ω
W
5
3
)

(
6
)

碓
井
光
明
「
自
治
体
外
部
監
査
制
度
の
意
義
と
課
題
」
(
『
都
市
問
題
』
第
八
九
巻
、
第
八
号
、
一
九
九
八
年
八
月
号
)
外
部
監
査
制
度
の
問
題
点
・

課
題
に
つ
い
て
は
、
こ
の
論
文
が
大
変
参
考
に
な
る
。

(
7
)

ア
メ
リ
カ

G
A
O
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
文
献
は
数
多
い
が
、
た
と
え
ば
、
次
の
文
献
を
参
照
せ
よ
。
金
本
良
嗣
「
会
計
検
査
に
よ
る
プ
ロ
グ
ラ

ム
評
価
!
ア
メ
リ
カ

G
A
O
か
ら
何
を
学
ぶ
か
」
(
『
会
計
検
査
研
究
』
第
三
号
、
一
九
九
一
年
三
月
)

(
8
)

「
市
民
陪
審
型
」
参
加
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
せ
よ
。
古
川
俊
一
「
市
民
参
加
の
評
価
方
式
l
制
度
化
の
可
能
性
と
課
題
1

」
(
西
尾
勝

編
著
『
行
政
評
価
の
潮
流
l
参
加
型
評
価
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
l
』
(
(
財
)
行
政
管
理
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二

O
O
O年
)
ま
た
、
参
加
型
評
価
の
類
型

に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
が
参
考
に
な
る
。
山
谷
清
志
「
評
価
の
多
様
性
と
市
民
l
参
加
型
評
価
の
可
能
性
|
」
(
西
尾
勝
編
著
『
行
政
評
価
の
潮
流

1
参
加
型
評
価
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
l
』
(
(
財
)
行
政
管
理
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二

O
O
O年
)

こ
の
段
落
の
以
下
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
阿
部
斉
『
概
説
現
代
政
治
の
理
論
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
)
の
第
五
章
「
公
共
性
の
理
論
」

-399-

399 
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
改
め
て
強
調
し
て
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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。
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葉
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葉
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。
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狭
義
)
、
施
策
、
事
務
事
業
を
機
能
さ
せ
る
、
行
政

に
係
る
制
度
、
シ
ス
テ
ム
、
運
営
方
法
等
が
効
果
的
に
作
動
し
て
い
る
か
否
か
を
評
価
す
る
こ
と
と
し
て
捉
え
る
。
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友
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O
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3
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U
F
R
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g
開
・
の
ロ

σ
2
Y
E
H，
Fop-mwBO者
。
『

W
C同
〉
品
目
宮
町
可
向
洋
守
⑦
問
。

ω℃。ロ
ω
B
E
qョ
(
叫
，

FO
ト
『
。
ロ
ヨ
色
。
片
岡
ぷ

)-Egu
〈
。

--NHSSW-〉
c
m
g同

)

(
4
)

内
在
的
内
部
統
制
を
高
め
る
手
段
と
し
て
は
、
三
重
県
の
方
法
が
参
考
に
な
る
。
真
山
ら
は
、
こ
れ
を
、
ガ
パ
ナ
ン
ス
・
イ
メ
ー
ジ
の
行
政
機
構
・

組
織
内
部
へ
の
組
み
込
み
と
い
う
形
で
論
じ
て
い
る
。
真
山
達
志
ほ
か
「
地
方
政
府
の
行
政
改
革
と
ガ
パ
ナ
ン
ス
・
イ
メ
ー
ジ
」
(
『
同
志
社
政
策
科
学

研
究
』
第
二
巻
第
一
号
、
二

0
0
0年
一
二
月
)
を
参
照
。

(
5
)

出

ω門〈
m
q
F
E
σ
0
5
z
-
p
目
。
句
。
ロ
品
開
。
。
ロ
。

5
目
。
富
山
口

-krzod司
司
。
己
ロ
門
古
昨
日
。
口
問
。
門
富
山
の
吋
。
ゅ
の
。
ロ
。

E
甘

ω
(同
ω吋〈
ω
E
C
E〈ぬ吋
ω円片山、
3
・2
ω
W
5
3
)

(
6
)

碓
井
光
明
「
自
治
体
外
部
監
査
制
度
の
意
義
と
課
題
」
(
『
都
市
問
題
』
第
八
九
巻
、
第
八
号
、
一
九
九
八
年
八
月
号
)
外
部
監
査
制
度
の
問
題
点
・

課
題
に
つ
い
て
は
、
こ
の
論
文
が
大
変
参
考
に
な
る
。

(
7
)

ア
メ
リ
カ

G
A
O
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
文
献
は
数
多
い
が
、
た
と
え
ば
、
次
の
文
献
を
参
照
せ
よ
。
金
本
良
嗣
「
会
計
検
査
に
よ
る
プ
ロ
グ
ラ

ム
評
価
!
ア
メ
リ
カ

G
A
O
か
ら
何
を
学
ぶ
か
」
(
『
会
計
検
査
研
究
』
第
三
号
、
一
九
九
一
年
三
月
)

(
8
)

「
市
民
陪
審
型
」
参
加
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
せ
よ
。
古
川
俊
一
「
市
民
参
加
の
評
価
方
式
l
制
度
化
の
可
能
性
と
課
題
1

」
(
西
尾
勝

編
著
『
行
政
評
価
の
潮
流
l
参
加
型
評
価
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
l
』
(
(
財
)
行
政
管
理
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二

O
O
O年
)
ま
た
、
参
加
型
評
価
の
類
型

に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
が
参
考
に
な
る
。
山
谷
清
志
「
評
価
の
多
様
性
と
市
民
l
参
加
型
評
価
の
可
能
性
|
」
(
西
尾
勝
編
著
『
行
政
評
価
の
潮
流

1
参
加
型
評
価
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
l
』
(
(
財
)
行
政
管
理
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二

O
O
O年
)

こ
の
段
落
の
以
下
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
阿
部
斉
『
概
説
現
代
政
治
の
理
論
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
)
の
第
五
章
「
公
共
性
の
理
論
」

-399-

399 

9 



法学論集　49〔山梨学院大学〕　400

　
　
に
一
部
負
っ
て
い
る
が
、
我
々
の
結
論
は
若
干
異
な
る
。

（
1
0
）
　
同
上
、
一
三
七
頁
。

（
1
1
）
　
た
だ
し
、
古
川
は
「
内
部
評
価
の
限
界
を
補
う
の
は
、
市
民
参
加
に
よ
る
外
部
評
価
の
前
に
、
監
査
委
員
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
古
川
俊
一

　
　
「
評
価
を
め
ぐ
る
一
〇
の
論
争
的
仮
説
と
組
織
理
論
的
接
近
」
（
『
都
市
問
題
研
究
』
第
五
三
巻
、
第
一
〇
号
、
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
号
）
二
五
頁
。

（
1
2
）
覆
。
訂
巳
○
ω
。
〆
Ω
欝
窪
O
。
＜
①
旨
睾
8
－
ぱ
毘
一
轟
》
幕
誉
き
O
。
ヨ
ヨ
琶
置
。
ω
巨
。
爵
Φ
曽
の
け
O
窪
ε
§
（
ω
＞
O
国
国
び
一
一
。
曽
け
一
8
ρ
一
8
。。

）

　
　
P
斜
●

（
1
3
）
　
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
論
じ
た
文
献
は
数
多
い
が
、
次
の
文
献
は
極
め
て
分
か
り
や
す
い
。
中
邨
章
「
『
ガ
バ
ナ
ン
ス
』
の
概
念
と
『
市
民
社
会
』
」

　
　
（
『
月
刊
自
治
研
』
く
○
い
畠
二
〇
〇
一
年
7
月
号
）

（
1
4
）
　
政
策
評
価
制
度
を
多
層
的
・
他
段
階
的
に
構
築
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
、
外
川
伸
一
『
分
権
型
社
会
に
お
け
る
基
礎
的
自
治
体
の
行
政
体
制
』

　
　
（
文
芸
社
、
二
〇
〇
一
年
）
の
第
四
章
「
政
策
評
価
体
制
」
を
参
照
せ
よ
。

（
1
5
）
　
今
村
都
南
雄
・
古
川
俊
一
・
河
中
二
講
「
政
策
評
価
の
導
入
に
つ
い
て
」
（
『
自
治
研
究
』
第
七
六
巻
、
第
一
二
号
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
）
の
今
村

　
　
の
発
言
、
六
八
頁
を
参
照
せ
よ
。

（
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
意
見
は
私
の
個
人
的
見
解
で
あ
り
、
私
の
所
属
す
る
組
織
と
は
全
く
関
係
が
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
）

一400一

400 

に
一
部
負
っ
て
い
る
が
、
我
々
の
結
論
は
若
干
異
な
る
。

(
叩
)
向
上
、
二
ニ
七
頁
。

(
日
)
た
だ
し
、
古
川
は
「
内
部
評
価
の
限
界
を
補
う
の
は
、
市
民
参
加
に
よ
る
外
部
評
価
の
前
に
、
監
査
委
員
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
古
川
俊
一

「
評
価
を
め
ぐ
る
一

O
の
論
争
的
仮
説
と
組
織
理
論
的
接
近
」
(
『
都
市
問
題
研
究
』
第
五
三
巻
、
第
一

O
号
、
二

O
O
一
年
一

O
月
号
)
二
五
頁
。

(
ロ
)
同
庁
『

ω丘
ゎ
・
目
。
u
p
C
Z
N
O
D
の。〈
O
B
E
R
0・T
出品目白
m
k
r
B
O
ユg
D
h。
B
E
C
E
z
g
E
Z
F
O
N
H
2
(
v
o
E
C門
司
i

w

(

印
〉
の
開
司
ロ
豆
目
。
m

注
目
。
ロ
タ
早
川

V

∞)

同

YAF
・

(
日
)
ガ
パ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
論
じ
た
文
献
は
数
多
い
が
、
次
の
文
献
は
極
め
て
分
か
り
ゃ
す
い
。
中
部
章
「
『
ガ
パ
ナ
ン
ス
』
の
概
念
と
『
市
民
社
会
』
」

(
『
月
刊
自
治
研
』
〈
。
「
む
こ

0
0
一
年
7
月
号
)

(
日
)
政
策
評
価
制
度
を
多
層
的
・
他
段
階
的
に
構
築
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
、
外
川
伸
一
『
分
権
型
社
会
に
お
け
る
基
礎
的
・
自
治
体
の
行
政
体
制
』

(
文
芸
社
、
二

O
O
一
年
)
の
第
四
章
「
政
策
評
価
体
制
」
を
参
照
せ
よ
。

(
日
)
今
村
都
南
雄
・
古
川
俊
一
・
河
中
二
講
「
政
策
評
価
の
導
入
に
つ
い
て
」
(
『
自
治
研
究
』
第
七
六
巻
、
第
二
一
号
、
二

0
0
0年
一
二
月
)
の
今
村

の
発
言
、
六
八
頁
を
参
照
せ
よ
。

(
な
お
、
本
稿
に
お
げ
る
意
見
は
私
の
個
人
的
見
解
で
あ
り
、
私
の
所
属
す
る
組
織
と
は
全
く
関
係
が
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
)
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